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令和４年１２月２９日（木）～令和５年１月３日（火）まで，年末年始休業を頂きます。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが，何卒宜しくお願い致します。令和３年３月に開設した新横浜オフィスですが，令和４年１１月末をもって，本店関内オフィスに統合することとなりました。

新横浜オフィスは，移転前の関内オフィスの相談室が一部屋しかなかったために，相談までお待たせすることが多くなったために，相談室を増設する趣旨で開設しておりました。

その後，関内オフィスを移転・増床しまして，相談室２部屋でご案内できるようになり，上記状況が解消されましたので，今回の統合となりました。

新横浜オフィスでご相談希望の方・ご依頼後打ち合わせでご利用頂いておりましたお客様にはご不便をおかけしてしまいますが，今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

令和４年１２月１日

弁護士法人なかま法律事務所　代表弁護士　中間隼人 

この度，アクサ生命様からお声掛けいただき，アクサ生命保険株式会社主催（弊所企画協力）にて，オンラインセミナーを開催させていただくこととなりました。

 

離婚のご相談を聞かせて頂く中で，「離婚後のお金の問題」は特に不安を感じる方が多いように感じております。

 

「シングルマザーになっても，子どもを大学に入れることができるかしら・・」

「自分の稼ぎだけで老後資金ちゃんと貯められるかしら・・」

 

離婚を考える女性にお金の悩みは尽きることがありません。離婚をしたけれども，養育費が十分にもらえていなかったり，育児のためにフルタイムで働けないなど自身のご収入に不安を感じる方もおられます。

 

このような離婚にまつわるお金の問題について，年間３００件以上の離婚相談の実績がある弁護士法人なかま法律事務所の代表弁護士の中間と，世界５４の国と地域で事業展開するアクサ生命のライフコンサルタントが，わかりやすくお話させていただきます。

 

【対象】

離婚（又は離婚を前提とする別居）をこれからしようと考えている（男女問わず）

離婚をしたが，この先教育費や老後資金等，お金のことで不安を感じている方（男女問わず）

 

【内容】

第１部：離婚弁護士が教える離婚後のお金の話（講師：弁護士法人なかま法律事務所　代表弁護士　中間隼人）

養育費はどうやって決めるのか？，塾代とか私学の学費とかまでもらえるの？，離婚後の行政の手当は何がいくらもらえるの？話し合いができない場合，どんな手続きをすればよいのか？といった，離婚にまつわるお金の話を弁護士の中間がわかりやすく説明します。

第２部：アクサ生命ライフコンサルタントによるマネー教室（講師：アクサ生命保険株式会社　鈴木航輝）

教育費はどうやって準備したらいいの？老後に年金はいくらもらえるの？
離婚後の生活費は大丈夫？まずは何から始めたらいいのか、自分に合った「お金の使い方・貯め方・増やし方」が見つかるマネー教室

 

【日程】

６月２５日（土）１８時００分～１９時００分

zoomウェビナーでのオンラインでの開催となります。下記フォームからお申込みいただいた方に，開催日前日に，URLを記載した招待メールを送信させていただきますので，同URLからログインいただき，ご視聴ください。

参加費は無料です。

【定員】

１５名（男女不問）

【申込フォーム】

https://forms.gle/SrquCfE29rumb5VSA

※他の参加者様にお顔や名前がみられることはありませんので，ご安心ください。

【特典】

希望者に，以下二点の特典がございます。今後のライフプラン設計にお役立てください。

①無料法律相談（ご希望の方。別日にて要予約）

②無料ライフプラン作成（ご希望の方。別日にて要予約）

【主催】
アクサ生命保険株式会社　横浜FA支社

【協力】
弁護士法人なかま法律事務所

【注意事項】

・当セミナーにおいて商品等の勧誘はございません。

・セミナー終了後、10分～15分程度アンケート等にご協力いただきます。予めご了承ください。

・保険会社および保険代理店、証券会社にお勤めの方、その配偶者の方、ご家族の方、本セミナーの目的以外の方による参加は固くお断りしています。

・セミナーの録音、収録、写真撮影はご遠慮ください。

・本セミナーは、アクサ生命保険(株)からの依頼により、弁護士法人なかま法律事務所が申込を受け付けし、アクサ生命保険(株)がセミナーを開催しています。

取得しました個人情報は、弁護士法人なかま法律事務所が適切に管理いたします。

 

AXA-C-220513-1

【お問い合わせ先】

弁護士法人なかま法律事務所　「アクサ生命 マネー教室」係

TEL　045-264-4527（平日のみ10：00～16：30）[image: ]

新年ということで，事務所として初めて，経営指針発表会を行いました。

法律事務所でこういったイベントを行うのは，どちらかといえば少数ですし，ウチくらいの規模で実施するところは珍しいかと思いますが，

これから成長していこうというタイミングで，全員に目が行き届いているうちに，中長期的な理念や経営方針を一人一人が深く理解し，全体に浸透させることが，組織の基礎作りとして大事かなと思い，開催させて頂きました。

プログラムとしては

 

・昨年の振り返り

・経営方針（パーパス，バリュー，ビジョン，経営方針等）

・２０２２年の目標

・各弁護士の振り返りと今年の目標プレゼン

 

といった感じ。大体４時間くらいでした。

 

スタッフから忌憚のない意見も出て，事務所としての一体感が深まったかな，と思っております。

中間個人としても，事務所の方向性を整理でき，よい機会となりました。

毎年の恒例行事にできるよう頑張ります。

 

みなさま，今後ともよろしくお願いいたします。

 【臨時休業のお知らせ】
１月２７日（木）は，所員研修の為，事務所不在になります。９時３０分～１４時頃まで来客・電話対応ができません。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが，ご理解のほどよろしくお願いいたします。１４時以降は通常営業となります。
よろしくお願いいたします。令和３年１２月２９日（水）から，令和４年１月４日（火）まで休業とさせていただきます。

令和４年１月５日（水）から通常営業となります。

よろしくお願いいたします。マイナビニュースに掲載されました。

https://news.mynavi.jp/saimuseiri/interview-nakamalaw/

取扱業務や、所属弁護士の紹介など、記事にしていただきました。

よろしければご覧ください。新横浜で相談希望の方は，お問い合わせ時にその旨お伝えください。新横浜オフィスの相談室で日程調整させていただきます。

弁護士法人なかま法律事務所　新横浜オフィス

〒222-0033　横浜市港北区新横浜３丁目６番１２日総第１２ビル６階６１１
TEL：045-548-5812　　FAX：03-6685-3923　（メールFAXサービス会社の都合で，市外局番が03になっております）

市営地下鉄利用徒歩２分
・新横浜駅下車、改札を出て 3Aまたは３Ｂから徒歩２分

ＪＲ利用（東海道新幹線・横浜線）徒歩３分
・新横浜駅下車、北口改札を出て 右手方面にある横浜アリーナ方面出口から徒歩３分

アクセスはこちらをご覧ください→http://nakama-law.jp/wpMgr/contact/緊急事態宣言発令（１月７日）以降の営業時間につきましては，

所員の時差出勤の為，

 
平日１０時～１６時３０分まで

 

の営業とさせていただきます。上記時間外はお電話での対応ができない場合がございます。

予めご了承ください。なお，
ご相談の最終枠は１７時開始枠

を最終とさせていただきます。

ご迷惑をおかけし恐縮ですが，ご理解のほど，よろしくお願いいたします。７月以降の営業時間のご案内です。

来所者及びスタッフの感染防止のため，引き続き短縮営業となります。

平日　１０時～１６時（相談は１７時～１８時の枠までお取りできます。要予約）

土日祝日　休業

相談時マスク着用をお願いしております。

また，相談前後のアルコール消毒，換気を徹底しております。
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						045-264-4527

						Fax 045-330-4908
受付時間：平日9:30～18:00（土日祝日を除く）
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